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富岡町家賃低廉化補助金
交付決定通知書

　　　　年　　月　　日　

　　　　　　様

富岡町長　　　　　

　　年　　月　　日付けで交付申請があったこのことについて、次のとおり補助金の交付を決定しましたのでお知らせします。

記

家賃低廉化補助金交付決定額　　　　　　　円
（登録物件番号　　　　）
　　　　　　　　　　　
※　今回通知する交付決定額は、申請書のとおりの月数の賃貸借契約がなされることを前提とした内容であることにご留意願います。

備　考
１　富岡町は、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱第16条の規定に基づき、交付の決定を受けた後に補助対象の要件に該当しないことが明らかになった場合又は虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたことが明らかになった場合は、家賃低廉化補助金の交付決定の全部を取り消し、補助金全額の返還を請求します。
２　富岡町は、補助金等に関し必要があると認めるときは、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱第18条第2項の規定に基づき、報告を求め、又は関係する場所に立入調査を行います。これに応じない場合、虚偽の内容を申請したものと推定し、備考１に定める返還請求を行う場合があります。

